
 
 
 
 
 
 
 
 

群馬県国民健康保険団体連合会  

 

 

 

 

 

 過去に送付した帳票の再発行についての問合せが増えています。  

 「返戻関係」、「支払関係」及び「介護職員処遇改善加算総額のお知らせ」等各帳票

については、以下のとおり毎月各事業所に送付しています。送付方法、送付時期等を

再度ご確認の上、確実に取得し保管してください。  

 

（１）各種帳票の到達予定日  

帳  票  名  
請  求  媒  体  

伝  送  電子媒体及び紙  

返
戻
関
係 

請求明細書・給付管理票返戻

（保留）一覧表  

介護保険審査増減単位数通知書 

介護保険審査決定増減表  

審査月（介護請求を

提出した月）の月末  
審査月翌月の３日頃 

支
払
関
係 

介護給付費等支払決定額通知書 

介護給費費等支払決定額内訳書 

介護給付費過誤決定通知書  

介護給付費再審査決定通知書  

審査月翌月の１日頃 審査月翌月の６日頃 

介護職員処遇改善加算総額のお知らせ  支払関係帳票と同時 支払関係帳票と同時 

上記帳票の送付方法  各種帳票データを伝送  各種帳票を郵送  

 

（２）各種帳票の送付方法  

①  伝送により請求している事業所  

    伝送により送付しています。電子請求受付システム又は伝送ソフトから取得で

きます。  

     なお、取得方法は電子請求受付システム、各伝送ソフトにより異なりますので

 

平成３０年８月号  

各種帳票の取得について  



それぞれの操作マニュアル等をご確認ください。  

 

②  電子媒体及び紙により請求している事業所  

    国保連合会から郵送にて送付しています。  

  

 

 

 

 

 

介護給付費等及び総合事業費の請求は、「各月分について翌月１０日までに行わなけ

ればならない」と規定されています。  

請求期間を過ぎてしまうと、当該月は請求データを受け付けることができない場合

がありますので、請求もれがないよう十分ご注意ください。  

また、インターネット請求において、請求データ送信時にエラーが発生したことに

より正常に受け付けられていないことがありますので、請求データを送信した際には、

必ず伝送ソフトの送信結果確認画面から到達結果及び受付結果を確認してください。  

なお、インターネット請求の場合には、電子請求受付システムのログイン後の照会

一覧からも到達結果等を確認することができますのでご活用ください。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

介護保険事業所苦情処理研修会を以下のとおり開催いたします。詳しくは、別添の

案内をご覧ください。  

 

１  開催日時   平成３０年９月２８日（金）１３時００分から１５時５０分まで  

２  研修会場   群馬県社会福祉総合センター  大ホール  

                         

群馬県国民健康保険団体連合会（介護保険課介護保険係）

〒371-0846 群馬県前橋市元総社町335番地の8 群馬県市町村会館2階

TEL 027-290-1319（直通） FAX 027-255-5077
受付時間 8：30 ～ 17：15（12：00 ～ 13：00 を除く）

ホームページ http:// gunmakokuho.or.jp
★群馬県以外の事業所様については、所在都道府県の国保連合会に問い合わせをお願いします。

問い合わせ先

 

請求もれにご注意ください  

平成３０年度  介護保険事業所苦情処理研修会開催について  

○電子請求受付システムの総合窓口 

http://www.e-seikyuu.jp/ 



 

 

 

 

 

 

    介護保険事業所従事者の皆様を対象に、本研修会を開催します。是非ご参加ください。 

 

開催日時  平成３０年９月２８日（金）１３時００分から１５時５０分まで（予定） 

      （受付は１２時００分からです） 

 

 研修会場  群馬県社会福祉総合センター 大ホール 

       群馬県前橋市新前橋町１３－１２ 

       ※ 構内駐車場の台数に限りがあるため、公共交通機関や乗り合せでお越し 

くださいますようお願いいたします。 

 

 定  員  ３００名（定員になり次第締め切らせていただきます） 

 

参 加 費  無料 

        

 申込方法  別紙の「申込用紙」に必要事項を記入の上、平成３０年８月２４日(金)までに 

      ＦＡＸまたは郵送でお申し込みください。 

       なお、１事業所につき２名までの参加とさせていただきます。 

        

 日 程 表 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

時 間 内  容 

１２：００ 受 付 

１３：００ 開 会 

 主催者挨拶 

 来賓挨拶 

１３：１０ 講 演 

 演題「国保連合会の電話相談」 

講師 本会介護サービス苦情処理委員長 橋 本 和 博 氏 

１４：１０ 休 憩 

１４：２０ 講 演 

 演題「クレーマー・不当要求対応について」 

 講師 法テラス東京法律事務所     太 田 晃 弘 氏 

１５：５０ 閉 会 

平成３０年度 

 

主催／群馬県国民健康保険団体連合会  後援／群馬県 



 

 

   

 

  参加を希望する際は、下記の必要事項をご記入の上、ＦＡＸまたは郵送でお願いします。 

 

事業所番号 
 

事業所名称 
 

連絡先 〒    － 

 

TEL               

FAX               

 

  【 参 加 者 】１事業所につき２名までの参加でお願いします。 

ﾌﾘｶﾞﾅ  職種（該当に㋹点をお願いします） 

氏 名 
 ○代表者・経営者  ○医療関係者 

○ケアマネ・相談員 ○介護従事者 

○その他（           ） 

ﾌﾘｶﾞﾅ  職種（該当に㋹点をお願いします） 

氏 名 
 ○代表者・経営者  ○医療関係者 

○ケアマネ・相談員 ○介護従事者 

○その他（           ） 

   ※ お申し込み時に定員に達した場合は、ご連絡いたします。 

     

 

別紙 平成３０年度 介護保険事業所苦情処理研修会   

参 加 申 込 用 紙 

【お問い合わせ・ホームページ】 http://www.gunmakokuho.or.jp   

 群馬県国民健康保険団体連合会 介護保険課   苦情処理担当 今・尾崎 

 〒３７１－０８４６ 

 群馬県前橋市元総社町３３５番地の８ （群馬県市町村会館 ２階） 

 

☎ ０２７－２９０－１３１９ FAX ０２７－２５５－５０７７ 
  

 申込締切日８月２４日（金） 

http://www.gunmakokuho.or.jp/

	介護保険だより８月号（案）
	苦情処理研修会（案内）

